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第５章 

子ども・子育て支援事業計画  



 

 



（８）利用者支援事業 

こども及びその保護者等、又は妊娠している方が、教育・保育施設や地域の子育て支

援事業等を円滑に利用できるよう、身近な実施場所で情報収集と提供を行い、必要に応

じて相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施する事業です。 

●現状 

令和６年４月 1日時点 

事業 施設数 実施施設 

基本型・特定型 ３箇所 
山口市こども家庭センター、やまぐち子育て福祉総合センター、

山口市小郡保健福祉センター 

こども家庭センター型 

（母子保健型）・妊婦

等包括相談支援事

業型 

２箇所 山口市こども家庭センター、山口市小郡保健福祉センター 

 

●「量の見込み」及び「確保方策」 
 
① 基本型・特定型                       （各年 4 月 1日現在） 

 令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 令和 10年度 令和 11年度 

全 

域 

量の見込み（箇所） 3 3 3 3 3 

確保方策（箇所） 3 3 3 3 3 

 
② こども家庭センター型（母子保健型）・妊婦等包括相談支援事業型     

                              （各年 4 月 1日現在）          

 令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 令和 10年度 令和 11年度 

全 

域 

量の見込み（箇所） 2 2 2 2 2 

確保方策（箇所） 2 2 2 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【確保方策の考え方】 

◆基本型・特定型 

教育・保育施設等の利用支援については、「山口市こども家庭センター」、「山口市小

郡保健福祉センター」及び「やまぐち子育て福祉総合センター」において実施しま

す。 

◆こども家庭センター型（母子保健型）・妊婦等包括相談支援事業型 

旧やまぐち母子健康サポートセンターの機能を包含する及び旧子ども家庭総合支援

拠点の機能を一体的に運営する「山口市こども家庭センター」を令和 5 年 11 月に設

置し、南部地域の支援拠点として、「山口市小郡保健福祉センター」内にも機能を設

置しています。 

【量の見込みの考え方】 

◆基本型・特定型 

全市的な視点を重視して３箇所とします。 

◆こども家庭センター型（母子保健型）・妊婦等包括相談支援事業型 

全市的な視点を重視して２箇所とします。 



 

●取組内容 

  確保方策の具体的な取組として、下記の事務事業を実施します。 

No 事務事業 事業内容 

１ 

家庭児童相談事業 

児童虐待対策事業 

養育支援訪問事業 

妊娠・出産包括支援事業 

（利用者支援事業「こども家庭

センター型・妊婦等包括相談支

援事業型」） 

山口市こども家庭センターにおいて、保健師、

助産師、社会福祉士等が妊娠期から子育て期に

わたる専門的な相談及び支援を行います。 

妊婦・その配偶者等に対して、面談等の実施に

より、必要な情報提供や相談に応じるとともに、

ニーズに応じて必要な支援につなげる伴走型相

談支援を行います。 

２ 

子育て福祉総合センター管理

運営事業 

（利用者支援事業「特定型」） 

教育・保育・その他の子育て支援に関する情報

提供や必要に応じた相談・助言等を行うととも

に、関係機関との連絡調整等を行います。 

３ 

児童健全育成事業 

（利用者支援事業「基本型・特

定型」） 

子育て家庭や妊産婦が、教育・保育施設や地域

子ども・子育て支援事業、保健・医療・福祉等

の関係機関が円滑に利用できるよう、身近な場

所での相談や情報提供、助言等必要な支援を行

うとともに、関係機関との連絡調整、連携・協

働等を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（１３）乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度） 

０歳６か月から満３歳未満で保育施設に通っていないこどもを対象に、保護者の就労

要件を問わず月一定時間まで保育施設等で預かり、必要な支援を行う事業です。 

●現状 

  実施していません。 

 

●「量の見込み」及び「確保方策」 

（各年 4月 1日現在／単位：人） 

 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

全 域 
量の見込み 77 77 77 76 75 

確保方策 35 77 77 77 77 

阿 東 
量の見込み 1 1 1 1 1 

確保方策 1 1 1 1 1 

徳 地 
量の見込み 1 1 1 1 1 

確保方策 1 1 1 1 1 

北東部 
量の見込み 14 14 14 14 14 

確保方策 5 14 14 14 14 

中央部 
量の見込み 38 38 38 37 37 

確保方策 17 38 38 38 38 

小 郡 
量の見込み 12 12 12 12 11 

確保方策 6 12 12 12 12 

川 東 
量の見込み 3 3 3 3 3 

確保方策 1 3 3 3 3 

川 西 
量の見込み 8 8 8 8 8 

確保方策 4 8 8 8 8 

※単位の「人／日」：1日の定員数 

 

 

 

 

 

 

 

 【確保方策の考え方】 

◆必要定員数に応じた受入体制を確保し、利用ニーズの動向を踏まえながら、受入施

設の拡充について検討します。 

 

【量の見込みの考え方】 

◆対象年齢における未就園児数から推計した定員数を見込み量としています。 



 

 

●取組内容 

  確保方策の具体的な取組として、下記の事務事業を実施します。 

No 事務事業 事業内容 

１ 私立保育園特別保育事業 認可保育園、認定こども園、地域型保育事業等にお

いて乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）

を実施します。 

乳児等通園支援事業は満３歳以上のこどもを対

象としていないことから、満３歳到達児の受け皿

となる地域の教育・保育施設と連携し、乳児等通

園支援事業を利用終了した後の受入枠の確保に

努めるほか、乳児等通園支援事業者と教育・保育

施設との間で情報を共有することができる体制

を整備します。 

認定こども園や幼稚園における満３歳児クラス

の活用を促進し、乳児等通園支援事業の利用から

教育・保育施設の利用への円滑な移行を支援しま

す。 

２ 認定こども園特別保育事業 

３ 地域型保育特別保育事業 

４ 市立保育園管理運営業務 

５ へき地保育所管理運営業務 

６ 市立認定こども園管理運営業務 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第７章 

こども・子育て支援事業債の活用  





 

 

 

１ こども・子育て支援事業債とは 

 

地方公共団体が、「こども未来戦略」に基づく取組に合わせて、こども・子育て支援

機能強化に係る施設整備や子育て関連施設の環境改善（ハード）を速やかに実施できる

よう、国が新たに「こども・子育て支援事業費」を計上し、「こども・子育て支援事業

債」を創設しました。 

 

 

２ こども・子育て支援事業活用予定事業 

 

こども・子育て支援事業債を活用する事業として山口市こども計画に位置付けること

で、起債発行の同意が得られ、後年度に交付税措置を受けることができる有利な市債を

発行することができます。 

具体的な事業については、以下のとおりです。 

 

 

事務事業 実施予定年度 事業の内容 担当課 

放課後児童クラブ運営事業 
令和８年度～ 

令和１１年度 

・受変電、空調、換気、給排水、衛生（トイレ

等）、電気（ＬＥＤ照明等）設備の改修・

更新 

・バリアフリー改修 

・外構（園庭・駐車場・遊具等）整備 

・防犯設備の改修・更新 

・建物内装・建具・屋根・外壁・防水の改修 

・耐震改修 

こども未来課 

放課後児童クラブ整備事業 
令和８年度～ 

令和１１年度 
・新たな学級の整備 こども未来課 

市立保育園管理運営費                     
令和８年度～ 

令和１１年度 

・受変電、空調、換気、給排水、衛生（トイレ

等）、電気（ＬＥＤ照明等）設備の改修・

更新 

・バリアフリー改修 

・外構（園庭・駐車場・遊具等）整備 

・防犯設備の改修・更新 

・建物内装・建具・屋根・外壁・防水の改修 

・耐震改修 

保育幼稚園課 

へき地保育所管理運営費                    
令和８年度～ 

令和１１年度 

・受変電、空調、換気、給排水、衛生（トイレ

等）、電気（ＬＥＤ照明等）設備の改修・

更新 

・バリアフリー改修 

・外構（園庭・駐車場・遊具等）整備 

・防犯設備の改修・更新 

・建物内装・建具・屋根・外壁・防水の改修 

・耐震改修 

保育幼稚園課 



 

 

 

 

事務事業 実施予定年度 事業の内容 担当課 

私立保育園整備費助成 

事業費                  

令和８年度～ 

令和１１年度 

・受変電、空調、換気、給排水、衛生（トイレ

等）、電気（ＬＥＤ照明等）設備の改修・

更新 

・バリアフリー改修 

・外構（園庭・駐車場・遊具等）整備 

・防犯設備の改修・更新 

・建物内装・建具・屋根・外壁・防水の改修 

・耐震改修 

保育幼稚園課 

認定こども園整備費助成 

事業費                 

令和８年度～ 

令和１１年度 

・受変電、空調、換気、給排水、衛生（トイレ

等）、電気（ＬＥＤ照明等）設備の改修・

更新 

・バリアフリー改修 

・外構（園庭・駐車場・遊具等）整備 

・防犯設備の改修・更新 

・建物内装・建具・屋根・外壁・防水の改修 

・耐震改修 

保育幼稚園課 

地域型保育運営費                       
令和８年度～ 

令和１１年度 

・受変電、空調、換気、給排水、衛生（トイレ

等）、電気（ＬＥＤ照明等）設備の改修・

更新 

・バリアフリー改修 

・外構（園庭・駐車場・遊具等）整備 

・防犯設備の改修・更新 

・建物内装・建具・屋根・外壁・防水の改修 

・耐震改修 

保育幼稚園課 

市立認定こども園管理 

運営費 

令和８年度～ 

令和１１年度 

・受変電、空調、換気、給排水、衛生（トイレ

等）、電気（ＬＥＤ照明等）設備の改修・

更新 

・バリアフリー改修 

・外構（園庭・駐車場・遊具等）整備 

・防犯設備の改修・更新 

・建物内装・建具・屋根・外壁・防水の改修 

・耐震改修 

保育幼稚園課 

市立幼稚園管理運営費 
令和８年度～ 

令和１１年度 

・受変電、空調、換気、給排水、衛生（トイレ

等）、電気（ＬＥＤ照明等）設備の改修・

更新 

・バリアフリー改修 

・外構（園庭・駐車場・遊具等）整備 

・防犯設備の改修・更新 

・建物内装・建具・屋根・外壁・防水の改修 

・耐震改修 

保育幼稚園課 

公園リフレッシュ整備事業 
令和８年度～ 

令和１１年度 
・インクルーシブ遊具の導入 都市整備課 


